
 
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
 

        

目
 
 
次
 

  
告
 
示
 

○
航
空
機
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
地
域
の
類
型
を
あ
て
は
め
る
地
域
を
指
定
す
 

る
件
を
廃
止
す
る
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 九
八

 

○
航
空
機
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
地
域
の
類
型
を
当
て
は
め
る
地
域
を
指
定
す
 

る
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 九
八

 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
 

た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 九
八

 

○
新
た
な
土
地
改
良
事
業
を
行
う
こ
と
を
適
当
と
決
定
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 九
九

 

○
土
地
収
用
法
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 九
九

 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
〇
〇

 

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件
二
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
〇
〇

 

 
公
 
告
 

○
争
議
行
為
を
行
う
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
〇
一

 

 
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
 

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数
並
び
に
福
島
 

県
議
会
議
員
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
を
告
 

示
す
る
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
〇
一

 

 

告
 
 
示
 

福
島
県
告
示
第
百
六
十
二
号
 

航
空
機
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
地
域
の
類
型
を
あ
て
は
め
る
地
域
を
指
定
す
る
件
（
平
成
十
七
年

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号
）
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
水
・
大
気
環
境
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
百
六
十
三
号
 

環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
航
空
機
騒
音

に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
（
昭
和
四
十
八
年
環
境
庁
告
示
第
百
五
十
四
号
）
第
一
の
一
に
規
定
す
る

地
域
の
類
型
を
当
て
は
め
る
地
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
共
生
総
室
水
・
大
気
環
境
課
、
福
島
県
県
中

地
方
振
興
局
、
須
賀
川
市
役
所
、
石
川
町
役
場
及
び
玉
川
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
 

（
水
・
大
気
環
境
課
）
 

福
島
県
告
示
第
百
六
十
四
号
 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
五
年
三

月
十
二
日
か
ら
同
年
七
月
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管
理
課
市

民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
 
福
島
駅
西
口
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
 
福
島
県
福
島
市
公
事
田
六
番
七
ほ
か
五
十
筆
 

二
  変
更
し
た
事
項
 

 
 
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名
 

   
（
変
更
前
）
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
 

 
 
 
 
 
 
 
代
表
取
締
役
 
新
井
 
良
亮
 

   
（
変
更
後
）
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
 

 
 
 
 
 
 
 
代
表
取
締
役
 
冨
田
 
哲
郎
 

三
 
変
更
し
た
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
二
日
 

四
 
届
出
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

    東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
) 

Ⅱ
 

地
域
の
類
型
 

須
賀
川
市
、石
川
町
及
び
玉
川
村
の
う
ち
別
図
の
実
線
で
囲
ま
れ
た
区
域（
福

島
空
港
の
敷
地
、
福
島
空
港
公
園
の
区
域
及
び
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律

第
百
六
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
区
域
を
除
く
。
）
 

当
 
て
 
は
 
め
 
る
 
地
 
域
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福
島
県
告
示
第
百
六
十
五
号
 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
 

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
猪
苗
代
町
土
地
改
良
区
が
猪
苗
代
地
区
維
持
管
理
事
業
に
係
る
新
た
な
土

地
改
良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の

と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
縦
覧
に
供
す
る
書
類
 

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
 

二
 
縦
覧
の
期
間
 

平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日
か
ら
 

同
 
 
 
 
年
四
月
一
日
ま
で
 

三
 
縦
覧
の
場
所
 

猪
苗
代
町
役
場
 

（
農
村
計
画
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
百
六
十
六
号
 

 
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
起
業
者
の
名
称
 

 
 
郡
山
市
 

二
 
事
業
の
種
類
 

 
 
（
仮
称
）
富
久
山
ス
ポ
ー
ツ
広
場
整
備
事
業
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
農
業
用
道
路
・
水
路
付
替
工
事

及
び
附
帯
工
事
 

三
 
収
用
又
は
使
用
の
別
を
明
ら
か
に
し
た
起
業
地
 

 
１
 
収
用
の
部
分
 
福
島
県
郡
山
市
富
久
山
町
福
原
字
古
舘
地
内
 

 
２
 
使
用
の
部
分
 
な
し
 

四
 
事
業
の
認
定
を
し
た
理
由
 

 
 
申
請
に
係
る
事
業
は
、
次
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ

る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
１
 
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
 

 
 
 
（
仮
称
）
富
久
山
ス
ポ
ー
ツ
広
場
整
備
事
業
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
農
業
用
道
路
・
水
路
付
替
工

事
及
び
附
帯
工
事
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
（
仮
称
）
富
久
山
ス
ポ
ー
ツ
広

場
整
備
事
業
（
以
下
「
本
体
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
地
方
公

共
団
体
が
設
置
す
る
公
園
、
緑
地
、
広
場
、
運
動
場
、
墓
地
、
市
場
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
す
る

施
設
に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
。
 

ま
た
、
本
体
事
業
の
施
行
に
伴
い
生
じ
た
農
業
用
道
路
・
水
路
付
替
工
事
（
以
下
「
関
連
事
業
」

と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
農
業
用
道
路
、
用
水

路
に
該
当
し
、
附
帯
工
事
は
法
第
三
条
第
三
十
五
号
に
該
当
す
る
。
 

 
 
 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。
 

 
２
 
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
 

 
 
 
起
業
者
は
平
成
二
十
年
度
に
策
定
さ
れ
た
郡
山
市
第
五
次
総
合
計
画
に
基
づ
い
て
本
件
事
業
を

行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
今
年
度
、
事
業
施
行
に
必
要
な
予
算
措
置
を
講
じ
て
い
る
た
め
、
事
業

遂
行
の
意
思
と
能
力
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
 

 
 
 
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。
 

 
３
 
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
 

 
 
㈠
 
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
 

 
 
 
 
最
近
の
市
民
生
活
に
お
け
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
と
生
活
水
準
の
向
上
、
余
暇
時
間

の
増
大
等
に
よ
り
ス
ポ
ー
ツ
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
機
会
が
増
大
し
、
市
民
の
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
の
中
に
余
暇
活
動
、
健
康
増
進
の
手
段
と
し
て
着
実
に
意
識
化
さ
れ
て
き
て
い
る
。
 

 
 
 
 
起
業
者
は
、
平
成
二
十
年
度
に
策
定
さ
れ
た
「
郡
山
市
第
五
次
総
合
計
画
」
の
大
綱
「
と
も

に
学
び
と
も
に
育
み
、
未
来
を
拓
く
ま
ち
」
に
基
づ
く
「
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
み
新
た
な
自
分
に

チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き
る
ま
ち
」
を
基
本
施
策
と
し
て
、
市
民
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
対
す
る
関
心
に

応
え
る
た
め
、
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
、
競
技
力
・
体
力
の
向
上
、
多
様
な
ス
ポ
ー
ツ
に
対
応

で
き
る
施
設
の
整
備
等
の
施
策
の
展
開
を
図
っ
て
い
る
。
 

 
 
 
 
起
業
地
が
存
す
る
富
久
山
地
域
は
、
郡
山
市
中
心
部
に
位
置
し
、
同
市
の
中
で
も
大
規
模
な

集
落
を
形
成
す
る
地
域
で
あ
る
が
、
ス
ポ
ー
ツ
広
場
等
の
施
設
が
な
く
、
現
状
は
、
近
隣
小
中

学
校
の
校
庭
や
体
育
館
の
使
用
で
対
応
し
て
い
る
。
 

 
 
 
 
し
か
し
、
近
年
は
学
校
行
事
等
に
よ
り
利
用
の
制
限
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
地
域
住
民
が
ス

ポ
ー
ツ
を
す
る
た
め
に
は
、
隣
接
す
る
日
和
田
町
に
存
す
る
日
和
田
ス
ポ
ー
ツ
広
場
及
び
開
成

山
陸
上
競
技
場
等
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
ず
、
距
離
的
な
面
か
ら
も
高
齢
者
等
の
利
用
に
は
不
便

な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
 
 
 
本
件
事
業
は
、
ス
ポ
ー
ツ
広
場
の
地
域
分
散
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
民
に
よ
り
ス

ポ
ー
ツ
を
楽
し
ん
で
も
ら
い
健
康
増
進
や
地
域
交
流
の
場
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
ソ
フ
ト

ボ
ー
ル
場
二
面
、
サ
ッ
カ
ー
場
一
面
又
は
三
百
メ
ー
ト
ル
ト
ラ
ッ
ク
を
確
保
す
る
こ
と
の
で
き

る
多
目
的
広
場
、
駐
車
場
、
東
屋
等
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
将
来
に
わ
た
り
地
域
住
民
に
利
便
性
を
提
供
で
き
る
こ
と
は
も

と
よ
り
、
地
域
住
民
の
健
康
増
進
と
健
康
で
活
力
に
満
ち
た
地
域
の
街
づ
く
り
に
寄
与
す
る
も

の
で
あ
り
、
気
楽
に
身
近
で
利
用
で
き
る
こ
と
に
よ
り
福
祉
の
向
上
に
も
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
。
 

 
 
㈡
 
失
わ
れ
る
利
益
 

 
 
 
 
起
業
者
が
、
埋
蔵
文
化
財
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
郡
山
市
教
育
委
員
会
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

起
業
地
は
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
「
大
鏑
舘
跡
」
の
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
工
作
物
の
設
置

に
伴
い
掘
削
が
発
生
す
る
場
合
に
は
埋
蔵
文
化
財
の
保
存
に
つ
い
て
協
議
を
行
い
、
保
護
層
を

確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
本
発
掘
調
査
を
要
せ
ず
に
工
作
物
の
設
置
も
可
能
で
あ
る
と
の
意
見
を

（
二
十
日
間
）
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得
て
い
る
。
 

 
 
 
 
ま
た
、
希
少
野
生
生
物
の
生
息
及
び
生
育
の
状
況
に
つ
い
て
、
福
島
県
自
然
保
護
課
に
照
会

し
た
と
こ
ろ
、
「
オ
オ
ヨ
シ
キ
リ
」
等
五
種
類
の
希
少
野
生
生
物
が
確
認
さ
れ
て
い
る
と
の
情

報
提
供
が
あ
っ
た
た
め
、
河
川
へ
の
土
砂
の
流
入
や
水
質
汚
濁
等
に
配
慮
し
な
が
ら
工
事
を
行

う
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

 
 
 
 
な
お
、
起
業
地
は
、
福
島
県
自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
福
島
県
条
例
第
五
十
五

号
）
に
定
め
る
自
然
環
境
保
全
地
域
及
び
緑
地
環
境
保
全
地
域
に
は
指
定
さ
れ
て
い
な
い
。
 

 
 
 
 
し
た
が
っ
て
、
事
業
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

㈢
 
事
業
計
画
の
合
理
性
 

 
 
 
 
起
業
者
は
、
起
業
地
の
選
定
に
当
た
っ
て
、
市
内
三
箇
所
を
候
補
地
と
し
た
上
で
比
較
検
討

を
行
っ
て
い
る
が
、
社
会
的
、
経
済
的
及
び
技
術
的
見
地
か
ら
総
合
的
に
勘
案
す
る
と
、
本
起

業
地
が
最
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
 

 
 
 
 
ま
た
、
関
連
事
業
及
び
附
帯
工
事
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
も
、
施
設
の
位
置
、
構
造
形
式
等

を
総
合
的
に
勘
案
す
る
と
適
切
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
 

 
 
 
 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

 
４
 
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
 

 
 
㈠
 
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
 

 
 
 
 
起
業
地
が
存
す
る
富
久
山
地
域
に
は
、
ス
ポ
ー
ツ
広
場
等
の
施
設
が
な
く
、
地
域
住
民
は
小

中
学
校
の
校
庭
や
体
育
館
を
利
用
し
て
い
る
が
、
学
校
行
事
と
重
複
す
る
こ
と
が
多
く
、
利
用

が
限
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
り
、
地
域
住
民
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
広
場
の
設
置
要
望
が
出
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
ま
た
、
本
件
事
業
は
郡
山
市
第
五
次
総
合
計
画
に
基
づ
き
行
う
も
の
で
あ
り
、
事
業
を
早
期

に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
 

 
 
㈡
 
起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性
 

 
 
 
 
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
と
認
め
ら
れ
る
。
 

 
 
 
 
ま
た
、
本
起
業
地
は
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
収
用

又
は
使
用
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

 
 
 
 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。
 

 
５
 
結
論
 

 
 
 
以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。
 

五
 
起
業
地
を
表
示
す
る
図
面
の
長
期
縦
覧
の
場
所
 

 
 
郡
山
市
役
所
財
務
部
管
財
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
土
木
総
務
課
用
地
室
）
 

 福
島
県
告
示
第
百
六
十
七
号
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 
 

（
道
路
計
画
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
百
六
十
八
号
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
道
路
計
画
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
百
六
十
九
号
 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。
 

一
般
国
道

一
一
八
号
 

路

線

名
 

東
白
川
郡
矢
祭
町
大
字
東
 

館
字
山
野
井
四
八
番
一
地

先
か
ら
 

同
 
 
郡
同
 
町
大
字
東

館
字
山
野
井
三
二
番
二
地

先
ま
で
 

区
 
 
 
 
 
 
間
 

変
更
後
 

変
更
前
 

変
更
前
変

更
後
の
別
 

八
・
〇
〜
 

一
二
・
四
  

 
 
八
・
〇
〜
 

八
・
〇
 

敷

地

の

幅

員
 

（
メ
ー
ト
ル
）
 

四
〇
・
二

四
〇
・
二

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
喜
多

方
会
津
坂

下
線
 

路

線

名
 

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
字
古

町
川
尻
四
五
三
番
二
地
先

か
ら
 

同
 
郡
同
 
 
 
町
字
光

明
寺
東
甲
三
九
四
八
番
一

地
先
ま
で
 

区
 
 
 
 
 
 
間
 

変
更
後
 

変
更
前
 

変
更
前
変

更
後
の
別
 

 
 
八
・
三
〜
 

二
三
・
六
  

 
 
八
・
三
〜

一
一
・
六

敷

地

の

幅

員
 

（
メ
ー
ト
ル
）
 

 
三
一
三
・
〇

 
 

三
一
三
・
〇

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

平成25年３月12日 火曜日 福 島 県 報 第2469号100



平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
施
行
者
の
名
称
 
二
本
松
市
 

二
 
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称
 
二
本
松
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
二
本
松
市
公
共
下
水
道
）
 

三
 
事
業
認
可
の
年
月
日
 
平
成
四
年
十
二
月
二
十
二
日
 

四
 
事
業
施
行
期
間
 
（
変
更
前
）
 
平
成
四
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
 

（
変
更
後
）
 
平
成
四
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
 

五
 
事
業
地
 
収
用
の
部
分
 
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件
（
平
成
二
十
年
福

島
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号
）
の
事
業
地
の
う
ち
二
本
松
市
茶
園
一
丁
目
、

市
海
道
及
び
油
井
字
秋
葉
腰
の
各
一
部
の
区
域
を
全
部
の
区
域
に
改
め
る
。
 

同
事
業
地
の
う
ち
二
本
松
市
油
井
字
八
軒
町
に
お
い
て
事
業
地
の
一
部

の
区
域
を
変
更
す
る
。
 

使
用
の
部
分
 
変
更
な
し
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
下
水
道
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
百
七
十
号
 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。
 

 
 
平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 
 

一
 
施
行
者
の
名
称
 
南
会
津
町
 

二
 
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称
 
田
島
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
南
会
津
町
公
共
下
水
道
）
 

三
 
事
業
認
可
の
年
月
日
 
平
成
四
年
十
一
月
二
十
四
日
 

四
 
事
業
施
行
期
間
 
（
変
更
前
）
 
平
成
四
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
 

（
変
更
後
）
 
平
成
四
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
 

五
 
事
業
地
 
収
用
の
部
分
 
変
更
な
し
 

 
 
 
 
 
 
使
用
の
部
分
 
な
し
 

（
下
水
道
課
）
 

 

公
 
 
告
 

 公
告
第
六
十
五
号
 

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福

島
県
医
療
労
働
組
合
連
合
会
執
行
委
員
長
野
地
寿
子
か
ら
医
療
・
福
祉
労
働
者
の
大
幅
増
員
、
賃
金
と

雇
用
の
確
保
等
の
要
求
に
関
し
て
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日
付

け
で
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

日
時

平
成
二
十
五
年
三
月
十
四
日
か
ら
問
題
解
決
ま
で
の
期
間

二

場
所

大
原
綜
合
病
院
、
清
水
病
院
、
大
原
医
療
セ
ン
タ
ー
、
医
療
生
協
わ
た
り
病
院
、
生
協
い

い
の
診
療
所
、医
療
生
協
ふ
れ
あ
い
ク
リ
ニ
ッ
ク
さ
く
ら
み
ず
、訪
問
看
護
さ
く
ら
み
ず
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
サ
テ
ラ
イ
ト
ほ
ほ
え
み
、
訪
問
看
護
や
ま
な
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
訪
問
看
護
さ
く
ら
み
ず
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
、
医
療
生
協
わ
た
り
介
護
支
援
事
業
所
、
や
ま
な
み
介
護
支
援
事
業
所
、
桑
野
協
立
病
院
、

桑
野
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
郡
山
東
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
小
名
浜
生
協
病
院
、
小
名
浜

生
協
病
院
付
属
せ
い
き
ょ
う
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
か
も
め
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
虹
の
丘
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
岡
小
名
、
会
津
若
松
診
療
所
、
き
た
か
た
診
療
所
、
訪

問
看
護
な
な
い
ろ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
訪
問
看
護
き
た
か
た
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
白
河
厚
生
総
合
病
院
、

白
河
厚
生
総
合
病
院
付
属
高
等
看
護
学
院
、
農
村
検
診
セ
ン
タ
ー
、
塙
厚
生
病
院
、
塙
厚
生
病
院
併

設
介
護
老
人
保
健
施
設
久
慈
の
郷
、
鹿
島
厚
生
病
院
、
鹿
島
厚
生
病
院
併
設
老
人
保
健
施
設
厚
寿
苑
、

高
田
厚
生
病
院
、
坂
下
厚
生
総
合
病
院
、
坂
下
厚
生
総
合
病
院
併
設
老
人
保
健
施
設
な
ご
み
、
厚
生

連
本
所
、
竹
田
綜
合
病
院
、
竹
田
に
こ
に
こ
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
竹
田
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
、
竹
田
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
竹
田
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
Ｔ
Ｒ
Ｙ
、
竹
田
ほ
ほ
え
み
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
竹
田
綜
合
病
院
附
属
 
ノ
牧
温
泉
病
院
、

エ
ミ
ネ
ン
ス
 
ノ
牧
、
山
鹿
ク
リ
ニ
ッ
ク
及
び
星
総
合
病
院
附
属
星
ヶ
丘
病
院

三

概
要

ス
ト
ラ
イ
キ
を
含
む
争
議
行
為
を
随
時
行
う
。

（
雇
用
労
政
課
）
 

 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
 

 福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号
 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十

一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ

の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て

得
た
数
）
並
び
に
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
二
日
現
在
に
お
い
て
、
次
の
と
お
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り
で
あ
る
。
 

 
 
平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
委
員
長
 
菊
 
地
 
俊
 
彦
 

一
 
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
 
三
二
、
四
一
八
 

二
 
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
 

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
 

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
 

十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
 

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
 
三
〇
二
、
六
〇
九
 

三
 
福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
 

を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る

場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
 

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
 

    

                                

二

本

松

市
 

相
馬
市
相
馬
郡
新
地
町
 

喜
多
方
市
耶
麻
郡
 

須
賀
川
市
岩
瀬
郡
 

白
河
市
西
白
河
郡
 

い

わ

き

市
 

郡

山

市
 

会

津

若

松

市
 

福

島

市
 

選
 
 
挙
 
 
区
 

一
六
、
〇
八
六
 

一
二
、
〇
七
五
 

二
二
、
五
〇
八
 

二
六
、
二
五
一
 

三
〇
、
三
一
七
 

九
一
、
七
七
八
 

八
七
、
八
三
四
 

三
三
、
五
六
九
 

七
七
、
八
〇
八
 

 
 

双

葉

郡
 

石

川

郡
 

東

白

川

郡
 

大

沼

郡
 

河

沼

郡
 

南

会

津

郡
 

本

宮

市

安

達

郡
 

伊

達

市

伊

達

郡
 

南
相
馬
市
相
馬
郡
飯
舘
村
 

田

村

市

田

村

郡
 

選
 
 
挙
 
 
区
 

一
八
、
七
八
八

一
一
、
九
七
九

九
、
四
八
四

八
、
一
二
八

六
、
六
八
〇

  八
、
三
四
八

一
〇
、
六
四
二

二
八
、
六
九
三

一
九
、
九
六
九

一
九
、
三
五
九
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